
飲食店に対する感染防止対策要請への対応状況調査等について

１ 感染防止対策要請への対応状況調査
①対 象 仙台市内の食品衛生法上の営業許可を取得している全ての飲食店（宅配・テイクアウトを除く）
②調査内容 アクリル板等の設置（又は座席の間隔の確保）等感染防止対策の実施状況，ガイドラインの遵守

状況，酒類提供終日停止 等

２ 営業時間短縮の要請への対応状況調査

○仙台市(特措法第３１条の６①)
①対 象 食品衛生法上の営業許可を取得している全ての飲食店

（宅配・テイクアウトを除く）
②要請内容 午前５時から午後８時までの時間短縮営業

○仙台市以外(特措法第２４条⑨)
①対 象 食品衛生法上の営業許可を取得している全ての飲食店

（宅配・テイクアウトを除く）

②要請内容 午前５時から午後８時までの時間短縮営業
※実施方法：市町村の協力を得て実施
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